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1.貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせるＳＤＧｓ17の目標

　令和4年4月1日から阿久比町立阿久比スポーツ村交流センター(旧スポーツ医・科学研究所)を
オープンします。まずは、多目的体育室、会議室、研修室、相談室、応接室を対象として予約を受け付
け、今後、順次他の部屋も利用できるよう整備します。

　阿久比町では、子育て世帯への臨時特別給付金を、対象児童1人につき10万円で一括支給します。
　支給対象となる高校生などの保護者や公務員の方は、申請書を令和4年3月11日（金）までに、子育て支援課⑩番窓口
へ提出してください。　※　郵送可、当日消印有効。
　なお、申請書は子育て支援課の窓口や町ホームページにあります。詳しくは町ホームページ
（http://www.town.agui.lg.jp/ka/tokubetsukyufu.html）をご覧ください。

■問い合わせ先
　子育て支援課子育て支援係　　(48)1111(内1124)

■利用時間　午前9時～午後9時30分
■利用可能室名　多目的体育室、会議室、研修室、相談室、応接室　
■利用料　
　▽　多目的体育室　
　　団体 ： 1時間1,100円　
　　個人 ： 大人1回210円・小人1回100円
　▽　会議室・研修室　1時間400円
　▽　相談室・応接室　1時間200円
■施設予約可能日　2月1日(火)～
　※　あいち共同利用型施設予約システム、もしくはスポーツ村の窓口で予約してください。あいち共同利用型施設予
約システムをご利用の場合、予約後7日以内にスポーツ村の窓口で本申請と料金の支払いをお願いします。

■問い合わせ先
　社会教育課体育係　　(48)1111(内1228・1229)

▲多目的体育室　 ▲会議室

▲相談室 ▲応接室

▲研修室

阿久比町立
阿久比スポーツ村
交流センター

【所在地】 
阿久比町大字卯坂字浅間裏49-9

阿久比スポーツ村交流センターをオープン！！
令和4年4月1日（金）

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
～　申請が必要な方へ　～


